
午前9時から午後5時まで（土日祝除く）

：

鶏を飼っている市民の方

消石灰（20kg）１袋/戸

市役所農林課

・コロナ感染症の拡大やコロナ禍における物価高騰等
　により影響を受けている農業者の皆様へ

配 布 場 所

：

：

：

32-1224（直通）

鶏を飼っている方へ

　全国で鳥インフルエンザが発生している中、鹿児島県においても先月17日
以降発生が続発しており、予断を許さない状況にあります。
　このようなことから鶏を飼っている方へ、鶏小屋周辺に散布する消石灰を下
記のとおり配布いたします。

配 布 期 間 令和５年１月10日(火)～３月15日(水)

対 象 者

配 布 数 量

垂 水 市 農 林 技 術 協 会 だ よ り

●　内　容

・令和5年作付 飼料用稲種子の申込について

回覧

・農薬の適正使用の徹底について

・令和６年度活動火山周辺地域防災営農対策事業申請受付開始

垂水市農林課発 行 ・ 事 務 局 ：

問 合 せ 先 ：

・鶏を飼っている方へ

・高病原性鳥インフルエンザ対策について

第10号：令和5年1月4日発行
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高病原性鳥インフルエンザ対策について

　高病原性鳥インフルエンザの発生が相次いでおります。
　養鶏農家や庭先で鳥を飼養している方は、今一度、本病の発生予防対策を徹
底しましょう！

◎重点項目

□ 防鳥ネット □ 鶏舎の点検，修繕 □ ネズミ対策 □ 車両消毒

□ 消毒槽の設置 □ 専用長靴の使用 □ 飲水対策 □ 手指消毒

□ 記録簿の作成・保存

★万一、異常を示す鶏が発生した時は、直ちに 家畜保健衛生所に連絡ください。

【肝属家畜保健衛生所 鹿屋市西秡川町145-1 ℡0994-43-2515】

高病原性

鳥インフルエンザ

対策は万全ですか？

2 / 4 ページ



農薬の適正使用の徹底について

　今般、鹿児島県内において、農薬残留基準値超過事案が発生しました。
　このような事案が発生し、農産物の自主回収を行った場合、県や厚生労働省
のホームページで生産者や販売先の情報が公表されます。
　本市において、同様の事案が発生しないよう、農業者の皆様は改めて農薬の
適正使用を徹底してください。

コロナ感染症の拡大やコロナ禍における物価高騰等により影響
を受けている農業者の皆様へ

長引くコロナ禍や不安定な国際情勢の影響で、燃油やビニール等の資材、肥
料、配合飼料の価格が高騰し、農業者の経営を圧迫しています。

【農薬使用に係る注意事項】

散布器具については、散布後の洗浄だけでなく、散布前にも確認、洗
浄を徹底すること
(最も多い残留基準値超過の原因は、散布器具の洗浄不足です。)

【生産物の出荷に係る注意事項】

垂水市農林課 TEL：32-1224（直通）

□

表示ラベルを確認し、使用基準を遵守すること□

□ 最終有効年月の過ぎた農薬は使用しないこと

□ 散布履歴（日時、場所、農薬名など）を必ず記帳し、保管すること

生産履歴の出荷前確認を徹底すること

□ 飛散防止対策を講じること

　国、県等において、経営上のさまざまな悩みを相談できる窓口を設置し
ています。
　まずは市役所農林課までご相談ください。

例えば・・・

□ 生産物の安全性チェックを徹底すること

◆ 農業経営を継続する意欲はあるが、今後の経営が不安な方

◆ 農業経営について見直しや経営方針にてお悩みの方

□

農林水産省ホームページでもご確認ください。→
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令和5年作付 飼料用稲種子の申込について

　下記のとおり申込受付を開始いたしますので、経営所得安定対策事業等によ
り飼料用稲を作付される方は、農林課までご連絡ください。

※飼料用稲（ＷＣＳ用）とは種子が完熟する前に稲を刈り取り、穂と茎葉を丸
ごとサイレージ（発酵）化するホールクロップサイレージ用の稲です。

◆ 申 込 期 間 ： 令和4年12月5日～令和5年１月16日

施設（ハウス等）及び機械については、災害等に備えて、
組合として共済制度等へ加入する必要があります。

令和5年４月下旬に配布予定です。

必要な数量を確実に確保するため、申込期限後すぐに注文しますので、皆様
お早めにお申し込みください。

タチアオバ
 495円/kg(予定）

20kg
（Ｒ4年実績 495円/kg）

購入先(予定)：株式会社境田

（旧：境田地区水田営農組合：鹿屋市吾平町）

◆ そ の 他 ： 代金については、振込手数料が別途必要となります。

品種名 販売単価（税込） 最小注文単位◆ 販 売 予 定 種 子

□ そ の 他 土地の字・地番等を事前に調べてから来庁してください。

□ 事 業 要 件 受益面積で３，０００㎡以上（被覆施設の場合）

□

□ 申 請 先

□

申請場所は、農用地区域であり、自己所有地又は利用権設
定されている農地が対象となります。

補 助 率 75％（見込み）

□ 受 付 対 象 者 農業者団体（農家3戸以上）

令和６年度活動火山周辺地域防災営農対策事業申請受付開始

　下記のとおり受付いたしますので、申請期限までに農林課まで申請してくだ
さい。

□ 事 業 内 容 被覆施設等（ビニールハウス・トンネルハウス）

申 請 期 限 令和５年１月31日（火）

洗浄機械（動力噴霧機は対象外）

市役所農林課
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